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環 境 影 響 評 価 書 

都 市 計 画 決 定 権 者 の 名 称 等 

名 称：広島市 

代表者：広島市長 松井 一實 

所在地：広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 

都 市 計 画 対 象 事 業 の 目 的 「第 2 章 2.1 都市計画対象事業の目的」参照 

都 市 計 画 対 象 事 業 の 名 称 （仮称）駅前大橋線軌道建設事業 

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容 

都 市 計 画 対 象 事 業 の 種 類 軌道の建設 

都 市 計 画 対 象 事 業 の 規 模 約 1.2km 

都市計画対象事業の実施を予定し

ている区域 
広島市南区松原町～広島市南区比治山町 

都市計画対象事業の実施に係る工

法、期間及び工程計画並びに供用予

定時期 

「第 2 章 2.3 都市計画対象事業の内容」参照 

対象事業の実施を予定している区

域内における施設の種類、規模及び

配置計画の概要 

「第 2 章 2.3 都市計画対象事業の内容」参照 

都市計画対象事業の実施後の土地

又は工作物において行われること

が予定される事業活動その他の活

動の内容の概要 

「第 2 章 2.3 都市計画対象事業の内容」参照 

都市計画対象事業に密接に関連し

て行われる事業の内容の概要 

「第 2 章 2.4 都市計画対象事業に関連する事

業」参照 

その他都市計画対象事業の内容に

関する事項 
「第 2 章 2.3 都市計画対象事業の内容」参照 

都市計画対象事業の実施を予定している

区域及びその周囲の状況 

「第 3 章 都市計画対象事業の実施を予定してい

る区域及びその周囲の概況」参照 

広島市環境影響評価条例第 5 条の規定に

基づき行った環境の保全についての配慮

の内容 

「第 4 章 環境配慮事項」参照 

実施計画書について環境の保全の見地か

らの意見を有する者の意見の概要及び当

該意見についての都市計画決定権者の見

解 

「第 5 章 5.1 実施計画書についての市民意見

の概要及び都市計画決定権者の見解」参照 

実施計画書について市長が環境の保全の

見地からの検討を行った結果に基づく意

見及び当該意見についての都市計画決定

権者の見解 

「第 5 章 5.2 実施計画書についての市長意見

及び都市計画決定権者の見解」参照 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B3%B0%E5%AF%BA%E7%94%BA


 

 

都市計画対象事業に係る環境影響評価の

項目並びに調査、予測及び評価の手法 

「第 6 章 環境影響評価の項目並びに調査、予測

及び評価の手法」参照 

環
境
影
響
評
価
の
結
果 

環境影響評価の項目ごとに取りま

とめた調査の結果の概要並びに予

測及び評価の結果 

「第 7 章 調査の結果の概要並びに予測及び評価

の結果」参照 

環 境 の 保 全 の た め の 措 置 「第 8 章 環境の保全のための措置」参照 

環境の保全のための措置が将来判

明すべき環境の状況に応じて講じ

るものである場合には、当該環境の

状況の把握のための措置 

「第 9 章 事後調査計画」参照 

都市計画対象事業に係る環境影響

の総合的な評価 
「第 10 章 環境影響の総合的な評価」参照 

環境影響評価の全部又は一部を他の者に

委託して行った場合には、その者の氏名

及び住所（法人にあっては、その名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

名 称：株式会社トーニチコンサルタント 

広島事務所 

代表者：所長 横井 輝明 

所在地：広島市中区橋本町 10 番 1 号 

橋本 510 ビル 

準備書について環境の保全の見地からの

意見を有する者の意見の概要及び当該意

見についての都市計画決定権者の見解 

「第 11 章 11.1 準備書についての市民意見の

概要及び都市計画決定権者の見解」参照 

公述意見書の概要及び当該公述意見書に

ついての事業者の見解 
－（公聴会の開催はなし） 

準備書について市長が環境の保全の見地

からの検討を行った結果に基づく意見及

び当該意見についての都市計画決定権者

の見解 

「第 11 章 11.2 準備書についての市長意見及

び都市計画決定権者の見解」参照 

都市計画対象事業の実施に際して必要な

許認可等の種類及び根拠となる法令の規

定並びに当該許認可等を行う者の名称 

「第 12 章 都市計画対象事業に係る許認可等・特

定届出」参照 

都市計画対象事業の実施に際して必要な

特定届出の種類及び根拠となる法令の規

定並びに当該特定届出の受理を行う者の

名称 

「第 12 章 都市計画対象事業に係る許認可等・特

定届出」参照 

そ の 他  
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